
スキー及びスノーボードバッジテスト実施要項 

（目 的） 

第１条 この要項は、スキー及びスノーボードの技能テスト(以下「テスト」という。)の実施につい 

て、全日本スキー連盟の「公認スキーバッジテスト規程」及び「公認スキーバッジテスト基準及び 

実施要領」並びに「公認スノーボードバッジテスト規程」(以下「ＳＡＪ規程等」という。)による 

ほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

（主管団体） 

第２条 クラウン・プライズテストは、本連盟から委託された加盟団体の主管により実施する。 

２ テクニカル・プライズテストは、本連盟から委託された全日本スキー連盟公認スキー学校(以 

下「スキー学校」という)が実施することができる。  

３ スキーの級別テスト、ジュニアテスト及びスノーボードバッジテストは、本連盟の加盟団体

及びスキー学校(以下「主管団体」という。)が実施することができる。 

（テストの公示） 

第３条 バッジテストを実施する主管団体は、ＳＡＪ規程等に規定するもののほか、開催期日などテ

スト実施に必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。 

（開催届） 

第４条 テストを実施しようとする主管団体は、１１月３０日までに開催届(別記様式)２通に所要事

項を記入し、別表に定める公認料とともに本連盟に提出しなければならない｡ 

但し、クラウン・プライズテスト、テクニカル・プライズテストについては地域性などを考慮して

教育本部理事会において開催場所を定める。 

２ クラウン・プライズテスト及びテクニカル・プライズテストの開催届は、別記様式によるもの

とし、級別テスト、ジュニアテスト及びスノーボードテストの開催届は、別記様式によるものと

する。 

３ 開催届を期日までに提出しない主管団体は、テストの実施を認めない。 

４ スキー学校は、級別テスト、ジュニアテスト及びスノーボードテストの開催届を所属の加盟団

体を経由して提出するものとする。 

（公 認） 

第５条 本連盟が開催届の提出を受けたときは、検定員の資格要件などを審査し、開催届のうち１通

を主管団体に送付する。 

（要項の改廃） 

第６条 この要項の改廃は教育本部理事会の議決による 

 

 附則 

平成１５年１２月 １日 制定 

平成２４年 ８月 １日 改定 

平成３０年 ７月１６日 改正 


